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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第11期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第10期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 202,372 927,576

経常利益（△は損失） (百万円) △6,410 41,645

四半期(当期)純利益
（△は損失）

(百万円) △8,636 20,485

純資産額 (百万円) 282,111 327,589

総資産額 (百万円) 1,230,394 1,218,033

１株当たり純資産額 (円) 262.83 308.82

１株当たり四半期
(当期)純利益
（△は損失）

(円) △9.20 21.84

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － 20.23

自己資本比率 (％) 20.05 23.80

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △16,945 71,359

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,292 △56,674

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 78,587 △20,150

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 82,457 60,051

従業員数 (人) 18,514 17,891

(注)　１．第11期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　　

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている
事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 18,514（5,216）

(注)  上記従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 2,159

(注)  上記従業員数には出向従業員及び休職者等（1,143人）を含んでおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

セメント 39,844

資源 16,746

環境事業 10,665

建材・建築土木 16,544

セラミックス・エレクトロニクス 8,435

その他 2,040

合計 94,277

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)

セメント 401

資源 730

環境事業 336

建材・建築土木 14,264

セラミックス・エレクトロニクス 2,725

その他 2,903

合計 21,362

(注) １. セグメント間取引については、相殺消去しております。

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

セメント 119,439

資源 20,402

環境事業 14,799

建材・建築土木 22,206

セラミックス・エレクトロニクス 8,504

その他 17,019

合計 202,372

(注) １. セグメント間取引については、相殺消去しております。

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、資源・エネルギー価格の高騰等による企業収益の圧迫や

個人消費の低迷により、景気の減速感が続いております。米国経済はサブプライムローン問題を背景とし

て、住宅市場の調整が一段と進み、景気の停滞感が増しております。

このような状況の中で、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,023億７千２百万円、営業損失は13億

５千６百万円、経常損失は64億１千万円、四半期純損失は86億３千６百万円となりました。

　

セグメント別の業績は次のとおりであります。

なお、各金額については、セグメント間取引の相殺消去前の数値によっております。

　

①　事業の種類別セグメント

ア．セメント事業

前年同期は改正建築基準法施行前の駆け込み需要等の影響から好調でしたが、当第１四半期連結

会計期間におけるセメントの国内需要は、その反動による減少及び改正建築基準法の影響が残った

ことから、1,186万屯と前年同期に比べ13.9%減少しました。その内輸入品は23万屯と前年同期に比べ

7.0%減少しました。また、総輸出数量は295万屯と前年同期に比べ20.9％増加しました。

このような情勢の下、当社グループにおけるセメントの国内販売数量は受託販売分を含め404万屯

と前年同期に比べ16.2％減少しました。輸出数量は101万屯と前年同期に比べ4.7％増加しました。国

内のセメント価格は、石炭をはじめ燃料コスト高騰に伴う販売価格への転嫁及び低採算価格の是正

に取り組んだ結果、上向きに推移しました。

セメント輸出価格も、燃料コスト高騰及び運賃の上昇から値上げに取り組み、上昇しております。

米国西海岸のセメント、生コン事業は、住宅投資の減少等米国経済の調整が進んだ影響を受けまし

た。アジア諸国では、中国のセメント事業は一部地域で大雪の影響を受けましたが、ベトナムの合弁

セメント事業及びフィリピンのセメント事業は旺盛な内需に支えられ、いずれも業績を伸ばしまし

た。

以上の結果、売上高は1,227億３千４百万円、営業損失は17億１千４百万円となりました。

　

イ．資源事業

骨材品は生コン需要が低迷したことにより出荷数量が前年同期を下回りました。鉱産品は、鉄鋼、

製紙向けは順調に推移しましたが、セメント原料向けが前年同期に比べ減少しました。また、建設発

生土処理事業も、セメント工場減産の影響により、受入数量は前年同期を下回りました。埋立用土砂

は、羽田空港再拡張工事向け出荷数量が前年同期に比べ増加しましたが、関西国際空港向け出荷が工

事も終盤になったことに伴い減少したことから、全体出荷数量が前年同期に比べ減少しております。

以上の結果、売上高は254億６千８百万円、営業利益は９千６百万円となりました。

　

ウ．環境事業

汚泥類、掘起し廃棄物処理等は順調に推移しております。

以上の結果、売上高は168億２千３百万円、営業利益は６億５千８百万円となりました。
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エ．建材・建築土木事業

前期から本格的に出荷を開始したダクタル（超高強度繊維補強コンクリート系材料）は順調に推

移し、地盤改良工事も好調を維持しました。

しかしながら、総じて各種建材の原燃料価格が上昇したことに加え、ＡＬＣ（軽量気泡コンクリー

ト）が改正建築基準法に基づく建築確認遅延の影響を大きく受けました。

以上の結果、売上高は241億４千３百万円、営業損失は６億８千万円となりました。

　

オ．セラミックス・エレクトロニクス事業

セラミックス事業は、半導体製造装置向け製品及び液晶製造装置向け製品ともに、ユーザーの新規

設備投資の延期等により、低調に推移しております。

エレクトロニクス事業は、製品価格の下落の影響を受けたことに加え、海外拠点における主要顧客

の生産体制変更の影響を受けました。

以上の結果、売上高は85億１千６百万円、営業損失は７億６千４百万円となりました。

　

カ．その他事業

不動産事業については、不動産賃貸事業、土地・施設管理事業が堅調に推移しましたが、賃貸資産

の減価償却費が増加したことにより減益となりました。

以上の結果、売上高は274億７千８百万円、営業利益は９億２千８百万円となりました。

　

②　所在地別セグメント

ア．日本

セメント事業は、改正建築基準法に基づく建築確認遅延の影響が残っていたことから、販売数量は

前年同期に比べ減少しました。セメント価格は、石炭をはじめ燃料コスト高騰に伴う販売価格への転

嫁及び低採算価格の是正に取り組んだ結果、上向きに推移しました。

以上の結果、売上高は1,686億１千３百万円、営業損失は16億１千１百万円となりました。

　

イ．北米

米国西海岸のセメント、生コンクリート事業は、住宅投資の減少等米国経済の調整が進んだ影響を

受けました。

以上の結果、売上高は208億６千万円、営業損失は２億８千万円となりました。

　

ウ．アジア

中国のセメント事業は一部地域で大雪の影響を受けましたが、ベトナムの合弁セメント事業及び

フィリピンのセメント事業は旺盛な内需に支えられ、いずれも業績を伸ばしました。

以上の結果、売上高は140億９百万円、営業利益は６億５千７百万円となりました。

　

エ．その他

ハンガリーにおけるエレクトロニクス事業は現在、損益の改善を進めております。

以上の結果、売上高は10億３千万円、営業利益は１億３千９百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

総資産は前連結会計年度末に比べ123億円増加して１兆2,303億円となりました。流動資産は前連結会

計年度末に比べ330億円増加して4,109億円、固定資産は同207億円減少して8,194億円となりました。流動

資産増加の主な要因は現金及び預金の増加によるものであります。固定資産減少の主な要因は建物及び

構築物の減少によるものであります。

負債は前連結会計年度末に比べ578億円増加して9,482億円となりました。流動負債は前連結会計年度

末に比べ476億円増加して5,364億円、固定負債は同101億円増加して4,118億円となりました。有利子負債

（短期借入金、コマーシャル・ペーパー、１年内償還予定の社債、社債、新株予約権付社債、長期借入金の

合計額）は、前連結会計年度末に比べ675億円増加して6,577億円となりました。

純資産は前連結会計年度末に比べ454億円減少して2,821億円となりました。主な要因は利益剰余金の

減少によるものであります。

　

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によっ

て169億円減少し、また、投資活動によって362億円減少し、財務活動によって785億円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比較して224億円増加し、824億円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により、資金は169億円減少しました。この減少は、主に、たな卸資産の増加が137億円、減価

償却費が114億円、税金等調整前四半期純損失が67億円となったこと等によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により、資金は362億減少しました。この減少は、主に子会社株式の取得（232億円）、固定資

産の取得（129億円）等によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により、資金は785億円増加しました。この増加は、主にコマーシャル・ペーパー（純増加額

400億円）及び短期借入金(純増加額371億円)等によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は11億５千５百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,977,308,000

計 1,977,308,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 950,300,586950,300,586
東京証券取引所
（市場第一部）
福岡証券取引所

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

計 950,300,586950,300,586― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　
旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおりであります。

　

①　平成15年10月15日取締役会決議

　

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権付社債の残高（百万円） 12,128

新株予約権の数（個） 12,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 32,041,884

新株予約権の行使時の払込金額（円）
新株予約権１個あたり

1,020,000

新株予約権の行使期間
　　　　　　　自　平成15年11月19日　　　
　　　　　 　 至　平成25年10月22日（注）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　１株につき　382
資本組入額　１株につき　191

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本社債と本新
株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権を行使しようとする者の請求があるとき
は、その本新株予約権が付された本社債の全額の償還
に代えて本新株予約権の行使に際して払込みをなすべ
き額の全額の払込みがなされたものとし、かつ本新株
予約権が行使された際には、かかる請求がなされたも
のとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　日付はいずれもロンドン時間であります。
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②　平成16年４月13日取締役会決議

　

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権付社債の残高（百万円） 22,032

新株予約権の数（個） 22,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 43,586,956

新株予約権の行使時の払込金額（円）
新株予約権１個あたり

1,002,500

新株予約権の行使期間
　　　　　　　自　平成16年５月25日　　　
　　　　　 　 至　平成26年４月27日（注）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　１株につき　506
資本組入額　１株につき　253

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
旧商法第341条ノ２第４項の定めにより本社債と本新
株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本新株予約権を行使しようとする者の請求があるとき
は、その本新株予約権が付された本社債の全額の償還
に代えて本新株予約権の行使に際して払込みをなすべ
き額の全額の払込みがなされたものとし、かつ本新株
予約権が行使された際には、かかる請求がなされたも
のとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　日付はいずれもロンドン時間であります。

　

　

EDINET提出書類

太平洋セメント株式会社(E01130)

四半期報告書

12/31



(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

－ 950,300 － 69,499 － 17,374

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期連結会計期間において、大株主の異動はありません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで
きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式　 15,357,000 ―
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　926,602,000 926,602 同上

単元未満株式 普通株式　　8,341,586 ― 同上

発行済株式総数 950,300,586 ― ―

総株主の議決権 ― 926,602 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が36,000株（議決権の数36個）が

含まれております。
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② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

太平洋セメント㈱
東京都中央区明石町
８－１

3,063,000－ 3,063,0000.32

有隣興業㈱
埼玉県秩父市上宮地町
22－25

2,006,000－ 2,006,0000.21

有恒鉱業㈱ 埼玉県深谷市田中328 3,500,000－ 3,500,0000.36

長門小野田レミコン㈱ 山口県長門市仙崎348 3,000 － 3,000 0.00

山口小野田レミコン㈱
山口県山陽小野田市高栄
３－７－１

189,000－ 189,000 0.01

秩父鉄道㈱ 埼玉県熊谷市曙町１－１ 2,022,000－ 2,022,0000.21

宝登興業㈱
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞
1766－１

134,000－ 134,000 0.01

山口コンクリート工業㈱
山口県防府市開出西町23－
10

1,000 － 1,000 0.00

㈱デイ・シイ
神奈川県川崎市川崎区
浅野町１－１

1,329,000－ 1,329,0000.13

太平洋建設工業㈱
北海道釧路市末広町
６－１

1,656,000－ 1,656,0000.17

秋南アサノコンクリート㈱ 秋田県横手市大雄小林78 6,000 － 6,000 0.00

小山レミコン㈱ 栃木県小山市渋井折本670 46,000－ 46,000 0.00

群馬アサノコンクリート㈱
群馬県太田市大原町
39－５

12,000－ 12,000 0.00

山梨アサノコンクリート㈱
山梨県南アルプス市
下今諏訪1466

12,000－ 12,000 0.00

磯山レミコン㈱
三重県鈴鹿市磯山１－20－
51

10,000－ 10,000 0.00

東海コンクリート工業㈱
三重県いなべ市大安町大井
田2250

80,000－ 80,000 0.00

豊橋小野田レミコン㈱
愛知県豊橋市下地町新道
16

4,000 － 4,000 0.00

豊中レミコン㈱
大阪府豊中市走井
２－11－10

9,000 － 9,000 0.00

浜坂小野田レミコン㈱
兵庫県美方郡新温泉町
三谷157－１

44,000－ 44,000 0.00

三次レミコン㈱
広島県三次市布野町下布野
852－１

2,000 － 2,000 0.00

南國生コンクリート㈱
鹿児島県鹿児島市南栄
４－７

26,000－ 26,000 0.00

福岡生コンクリート㈱
福岡県北九州市八幡西区
木屋瀬４－15－４

26,000－ 26,000 0.00

㈱浅野保険代理部
東京都中央区東日本橋
２－27－８

39,000－ 39,000 0.00

㈱エーアンドエーマテリアル
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央２－５－５

50,000－ 50,000 0.00

共和コンクリート工業㈱
北海道札幌市北区
北八条西３－28

191,000－ 191,000 0.02

日本ヒューム㈱
東京都港区新橋
５－33－11

853,000－ 853,000 0.08

ナイガイ㈱
東京都墨田区緑
４－19－17

10,000－ 10,000 0.00

日立寒水石㈱
茨城県日立市平和町
２－１－１

10,000－ 10,000 0.00

埼央アサノ生コン㈱
埼玉県さいたま市岩槻区大
字長宮383

24,000－ 24,000 0.00

計 － 15,357,000－ 15,357,0001.61

(注)　「自己株式等」の「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が5,050株

あります。

なお、当該株式は、上表①の「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 275 256 255

最低(円) 232 219 203

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１.　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則を適用しております。

　

２.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期

レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査

法人から名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 86,359 64,465

受取手形及び売掛金 189,184 189,559

商品及び製品 39,727 35,744

仕掛品 12,771 8,688

原材料及び貯蔵品 44,267 41,586

その他 40,090 39,228

貸倒引当金 △1,457 △1,425

流動資産合計 410,943 377,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 176,368

※１
 188,411

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 161,987

※１
 172,317

土地 173,101 166,092

その他（純額） ※１
 51,142

※１
 44,228

有形固定資産合計 562,599 571,049

無形固定資産

のれん 21,691 22,679

その他 26,987 27,820

無形固定資産合計 48,679 50,499

投資その他の資産

投資有価証券 145,923 152,647

その他 73,242 77,109

貸倒引当金 △10,993 △11,120

投資その他の資産合計 208,172 218,635

固定資産合計 819,450 840,184

資産合計 1,230,394 1,218,033

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 103,753 109,114

短期借入金 298,751 284,104

コマーシャル・ペーパー 59,000 19,000

1年内償還予定の社債 1,252 1,227

未払法人税等 2,288 4,036

賞与引当金 4,831 7,046

役員賞与引当金 12 53

その他の引当金 787 787

その他 65,726 63,338

流動負債合計 536,404 488,710
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

固定負債

社債 72,877 72,997

新株予約権付社債 34,160 34,167

長期借入金 191,747 178,740

退職給付引当金 33,555 35,319

役員退職慰労引当金 1,005 1,453

関係会社事業損失引当金 138 138

特別修繕引当金 324 315

その他 78,069 78,600

固定負債合計 411,878 401,733

負債合計 948,282 890,443

純資産の部

株主資本

資本金 69,499 69,499

資本剰余金 60,759 60,756

利益剰余金 118,407 142,923

自己株式 △1,695 △1,689

株主資本合計 246,971 271,489

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,461 10,352

繰延ヘッジ損益 18 △45

土地再評価差額金 4,723 4,594

為替換算調整勘定 △17,762 5,469

その他の包括損益累計額 △1,730 △1,971

評価・換算差額等合計 △287 18,399

少数株主持分 35,428 37,701

純資産合計 282,111 327,589

負債純資産合計 1,230,394 1,218,033
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　(2)【四半期連結損益計算書】
　   【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 202,372

売上原価 167,411

売上総利益 34,960

販売費及び一般管理費 ※１
 36,317

営業損失（△） △1,356

営業外収益

受取利息 286

受取配当金 229

その他 1,020

営業外収益合計 1,537

営業外費用

支払利息 2,659

持分法による投資損失 3,252

その他 679

営業外費用合計 6,591

経常損失（△） △6,410

特別利益

固定資産処分益 387

投資有価証券売却益 379

その他 169

特別利益合計 935

特別損失

固定資産処分損 656

その他 626

特別損失合計 1,282

税金等調整前四半期純損失（△） △6,757

法人税、住民税及び事業税 1,690

法人税等調整額 81

法人税等合計 1,772

少数株主利益 107

四半期純損失（△） △8,636
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △6,757

減価償却費 11,463

のれん償却額 697

持分法による投資損益（△は益） 3,252

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 89

退職給付引当金の増減額（△は減少） △193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △447

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,120

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △86

その他の引当金の増減額（△は減少） 8

受取利息及び受取配当金 △516

支払利息 2,659

投資有価証券売却損益（△は益） △377

関係会社整理損 3

固定資産処分損益（△は益） 269

売上債権の増減額（△は増加） △1,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,714

仕入債務の増減額（△は減少） △5,111

その他 1,664

小計 △10,875

利息及び配当金の受取額 502

利息の支払額 △2,952

法人税等の支払額 △3,619

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 523

固定資産の取得による支出 △12,993

固定資産の売却による収入 609

投資有価証券の取得による支出 △4,021

投資有価証券の売却による収入 1,559

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△23,263

貸付けによる支出 △1,944

貸付金の回収による収入 597

その他 2,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,292
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 37,165

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 40,000

長期借入れによる収入 29,752

長期借入金の返済による支出 △25,855

社債の償還による支出 △95

株式の発行による収入 1,168

自己株式の売却による収入 22

配当金の支払額 △2,824

少数株主への配当金の支払額 △745

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,111

現金及び現金同等物の期首残高 60,051

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

293

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 82,457
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１．連結の範囲の変更

連結子会社数　　174社

むさしの生コン㈱他１社及び事業を買収したユニオンアスファルトは重要性の観点から、連結の範囲に含めて

おります。多摩鹿島レミコン㈱他２社は清算結了により連結の範囲から除外しております。

２．持分法適用の範囲の変更

(1) 持分法を適用した非連結子会社数　15社

　北海アサノコンクリート㈱は当社の影響力が増加したため持分法適用の関連会社より持分法適用の子会社と

しております。

(2) 持分法を適用した関連会社数　　　52社

　サザンクロスセメントは株式売却により、北海アサノコンクリート㈱は当社の影響力の増加により持分法適

用の関連会社より除外しております。

３．連結子会社の四半期連結決算日の変更

ツルガ生コンクリート工業㈱につきましては、従来決算日が３月31日でありましたが、12月31日に変更してお

ります。

４．会計処理の原則及び手続の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法によってお

りましたが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用し、評価基準については、移動平均法に

基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が247百万円減少、営業損失及び経常損失が247

百万円、税金等調整前四半期純損失が331百万円それぞれ増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、期首剰余金は12,908百万円減少し、営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失は431百万円それぞれ増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(3) リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期財務諸表から適用することが出来ることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、所有権移転外ファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産の減価償却の方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。なお、リース取引開始日

が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理を引き続き採用しています。

これによる、損益への影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末に

算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連

結会計期間より主に機械装置の一部については、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ971百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、993,709百万円

であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、997,895百万円

であります。

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

販売運賃諸掛 13,635百万円

労務費 10,753

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 86,359百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △3,901　　

現金及び現金同等物 82,457
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 950,300,586

　

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 11,726,927

　

　
３．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,841 ３円00銭平成20年３月31日 平成20年６月27日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

セメント
(百万円)

資源
(百万円)

環境事業
(百万円)

建材・
建築土木
(百万円)

セラミッ
クス・エ
レクトロ
ニクス
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

119,43920,40214,79922,2068,50417,019202,372― 202,372

　(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,2945,0662,0241,936 12 10,45822,793(22,793)―

計 122,73425,46816,82324,1438,51627,478225,166(22,793)202,372

営業利益又は営業損失
（△）

△1,714 96 658 △680 △764 928△1,475 118△1,356

(注) １. 事業区分は、売上集計区分によっております。

２. 各事業区分の主要製品

　

事業区分 主要製品

セメント 各種セメント、生コンクリート

資源 骨材、石灰石製品

環境事業 廃棄物リサイクル、脱硫材等

建材・建築土木
コンクリート二次製品、ＡＬＣ(軽量気泡コンクリート)、
化学製品

セラミックス・エレクトロニクス セラミックス製品、エレクトロニクス製品

その他
不動産、エンジニアリング、情報処理、金融、運輸・倉庫、
スポーツ、その他

　

　
３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　たな卸資産」に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半

期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）を適用し、評価基準については、移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「セラミックス・エレクトロニクス事業」の営業損失が247百万

円増加しております。

４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」」に記載のとおり、当連

結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「セメント事業」の営業損失が431百万円増加しております。

５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（３）リース取引に関する会計基準の適用」に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間か

ら、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産

の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。なお、

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。

　　これによる、損益への影響は軽微であります。
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６．「追加情報　（有形固定資産の耐用年数の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より主に機械装置の一部に

ついては、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「資源事業」の営業利益が28百万円、「環境事業」の営業利益が2

百万円、「その他」の営業利益が133百万円それぞれ減少し、「セメント事業」の営業損失が799百万円、「建

築・建築土木事業」の営業損失が6百万円それぞれ増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本
(百万円)

北米　
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

167,94020,86012,5401,030202,372 ― 202,372

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

672 ― 1,469 ― 2,141(2,141) ―

計 168,61320,86014,0091,030204,514(2,141)202,372

営業利益又は営業損失（△） △1,611 △280 657 139 △1,094 (262)△1,356

(注) １. 国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北　米…米国

(2) アジア…中国、マレーシア、ベトナム、フィリピン

(3) その他…ハンガリー、パプアニューギニア

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　たな卸資産」に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半

期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）を適用し、評価基準については、移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業損失が247百万円増加しております。

４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」」に記載のとおり、当連

結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「アジア」の営業利益が42百万円、「北米」の営業損失が473百万

円それぞれ増加しております。

５．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　４会計処理の原則及び手続の変更　

（３）リース取引に関する会計基準の適用」に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間か

ら、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産

の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。なお、

リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。

　　これによる、損益への影響は軽微であります。

６．「追加情報　（有形固定資産の耐用年数の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より主に機械装置の一部に

ついては、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業損失が971百万円増加しております。
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 20,940 15,441 4,236 40,617

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 202,372

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

10.3 7.6 2.1 20.1

(注) １. 国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北　米…米国、カナダ

(2) アジア…中国、ベトナム、フィリピン、シンガポール、韓国、マレーシア他

(3) その他…ハンガリー、クウェート、ケニア、パプアニューギニア、ナイジェリア、ベナン他

３．海外売上高は、当社及び日本に所在する連結子会社の輸出高及び日本以外の国に所在する連結子会社の売上

高の合計額（但し、連結会社間の内部売上高を除く）であります。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

262.83円 308.82円

　

２．１株当たり四半期純損失

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 9.20円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
であるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。　

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純損失（百万円） △8,636

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） △8,636

期中平均株式数（千株） 938,642

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要

－

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

太平洋セメント株式会社(E01130)

四半期報告書

28/31



２【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月13日

太平洋セメント株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　加　　藤　　義　　孝　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　青　　木　　俊　　人　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　清　　水　　芳　　彦　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている太平

洋セメント株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して太平洋セメント株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は、当第１四半期連

結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会　実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、四半期連結財務諸表を作成している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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